
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改正育児介護休業法の施行に向けて、準備を始めま

しょう 

◆大きく変わる育児休業制度 

来年４月１日から改正育児介護休業法が施行され、「パ

パ育休」が新設されるほか、労働者に対する会社の育児

休業制度に関する情報提供、育児休業を取得するか否か

の意向確認が必要になったり、育児休業の分割取得がで

きるようになったりします。 

当然、育児介護休業規程の見直しや制度利用に関する社

内書式の整備が必要となりますが、それだけではありま

せん。 

◆労使協定の締結も必要  

現在は雇用期間によっては育児休業が取得対象外となっ

ているパートタイマー等について、改正により取得要件

が緩和されます。そのため、引き続き雇用された期間が

１年未満の人を取得対象とするか否か、労使協定を締結

して決定する必要があります。 

◆会社の制度を周知する資料の作成等も必要  

上記のとおり、改正法施行後は、労働者本人またはその

配偶者から妊娠・出産等の申出があった場合、制度に関

する情報提供や育児休業取得に関する意向確認が事業主

の義務とされます。情報提供は、規程を渡すだけでは不

十分で、育児休業の申出先や育児休業給付、休業期間中

の社会保険料の取扱いに関する情報の提供も必要です。 

資料が既に用意されている場合は、所定の要件を満たし

ているかをチェックすれば済みますが、新たに作成する

場合は、会社がどのような制度を設けているのか、明文

化されていないものの見落としはないかなど、確認して

作成する必要もあります。 

◆厚生労働省が規定例等を公開 

11月５日、厚生労働省より今回の改正に対応した規定例 

や書式例が示されました。これらを参考に、自社に合っ

た内容にカスタマイズしながら余裕を持って準備を進め

ましょう。 

【厚生労働省「育児・介護休業法について」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya

/0000130583.html 

 

副業を認めますか？ 

◆副業等を認める方向にはあるようですが… 

アデコ株式会社が実施した「副業・複業に関するアンケ

ート調査」によると、 

・「副業・複業」を認める企業は約４割以上（2018 年よ

り 15 ポイントアップ）。一方、半数以上はいまだに「副

業・複業」を認めず。 

・現在、「副業・複業」禁止の企業で、将来的に認めるこ

とを検討しているのは２割以下。 

・副業・複業を行っている人の雇用について「受け入れ

ている」企業は３割以下、「受け入れる予定がない」は半

数以上。 

という結果が出たそうです。 

なお、この調査では副業を「本業の合間に行うサブ的な

仕事」、複業を「複数の仕事をすべて本業として行うこと

（兼業）」と定義しているそうですが、ここでは副業等と

まとめて記します。 

この調査は上場企業に勤務する部長職・課長職の方を対

象としたものですので、その他の属性の方についても同

じ傾向ではないと思われますが、だんだんと副業等を認

める方向に向かってはいるようです。 

◆それでも副業を認めますか 

副業等に関しては、労働時間の把握（労働時間の自己申

告制、通算ルール、厚生労働省の管理モデルによる管理

など）、割増賃金支払い義務、健康管理など、気を付け 

なればならない点が多くあります。また、自社の社員

が副業先で休業が必要な労災となってしまった場合、

当然ながら自社の業務にも影響が出ます。こうしたこ

とから、上記の調査にもあるように、上場企業でさえ

も副業等の受け入れには消極的な企業があるのでしょ

う。 

副業等にまつわる課題を理解してなお、許可を検討す

る場合には、本業たる自社の業務に専念する義務があ

ること、労働時間の報告義務なども含めて社員と誓約

書を交わすこと、関連する就業規則などを整備するこ

とは必須でしょう。 

副業等について、それが請負契約によるものは許可す

るという制度にすれば、多少はこうした課題も少なく

なりますが、自社の魅力度アップのための効果は弱ま

るでしょうから、現状ではなかなか導入がむずかしい

制度といえるかもしれません。副業等を認める制度を

取り入れるとしても、慎重な検討が必要でしょう。 

12月の税務と労務の手続期限［提出先・納付先］ 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に

採用した労働者がいる場合＞［公共職業安定所］ 

○ 特例による住民税特別徴収税額の納付［郵便局ま

たは銀行］ 

31 日 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告

書の提出［公共職業安定所］ 

本年最後の給料の支払を受ける日の前日まで 

○ 年末調整による源泉徴収所得税の不足額徴収繰延

承認申請書の提出［給与の支払者（所轄税務署）］ 

○ 給与所得者の保険料控除申告書、給与所得者の配

偶者控除等申告書、住宅借入金等特別控除申告書、

給与所得者の基礎控除申告書、所得金額調整控除

に係る申告書の提出［給与の支払者（所轄税務署）］ 

○  
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令和 3 年 12 月号 連絡先：〒160－0023  

東京都新宿区西新宿 4-1-10-205 
社会保険労務士事務所ＮＫサポート 

電 話：03-6304-2745  

FAX：03-6304-2744 

ｅ－ｍａｉｌ： info@e-606.net 
  

 （い い 労 務） 


